
令和３年度第２回七戸町教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時  令和３年５月２７日（木） 午前９時５０分 

 

２ 場  所  七戸庁舎 ３階 大会議室 

 

３ 出席委員  教育長 附田道大、委員 山田典郎、同 附田由喜枝、同 菊池龍達 

 

４ 欠席委員  委員 山本貴子 

 

５ 職員氏名  学務課長 鳥谷部慎一郎、生涯学習課長 田中健一、世界遺産対策室長 相

馬和徳、南公民館長補佐 町屋さおり、学務課長補佐 古屋敷博 

 

６ 議事日程  

  日程第１  議事録署名委員の指名について 

  日程第２  会期の決定について 

  日程第３  傍聴人の制限について 

日程第４  報告第３号 令和３年度５月教育長等一般経過報告について 

  日程第５  報告第４号 令和３年第１回七戸町議会臨時会報告について 

  日程第６  報告第５号 七戸町議会文教厚生常任委員会審議報告について 

日程第７  議案第９号 令和３年度七戸町一般会計補正予算案（教育費関係）につい 

            て（令和３年度七戸町一般会計補正予算（第３号）） 

日程第８  その他    

 

７ 傍聴人   なし
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

ただいまから令和３年度第２回七戸町教育委員会定例会を開会いた

します。 

只今の出席者は４名で、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

第１４条第３項に定める定足数に達しておりますので、会議は成立して

おります。 

 

日程第１、議事録署名委員の指名をいたします。２番山田委員と４番

附田委員を指名いたします。 

 

日程第２、会期の決定をいたします。会期は５月２７日、本日１日と

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

従いまして、会期は本日１日と決定します。 

 

日程第３、傍聴人の人数の制限についてお諮りします。 

傍聴人の人数を七戸町教育委員会会議傍聴規則第３条の規定に基づ

き、６人に制限したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

                

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。よってそのように決定し、議事を進めます。 

 

日程第４、報告第３号「令和３年度５月教育長等一般経過報告につい

て」を学務課長から説明願います。 

 

（報告第３号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 
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教育長 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

（なしの声） 

 

次に、日程第５、報告第４号「令和３年第１回七戸町議会臨時会報告

について」を学務課長から説明願います。 

 

（報告第４号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

次に、日程第６、報告第５号「七戸町議会文教厚生常任委員会審議報

告について」を学務課長から説明願います。 

 

（報告第５号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

次に、日程第７、議案第９号「令和３年度七戸町一般会計補正予算案

（教育費関係）について」を学務課長から順次説明願います。 

 

（学務課長、生涯学習課長、南公民館長補佐、世界遺産対策室長の順

で、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

世界遺産対策室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

これより、議案第９号「令和３年度七戸町一般会計補正予算案（教育

費関係）について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしの声） 

  

次に、その他連絡事項等の前に、世界遺産対策室長から今朝の新聞の

ことについて説明願います。 

 

昨日、ユネスコに対するイコモスからの勧告がありまして、記載・情

報照会・記載延期・不記載の４つ区分のいずれかで勧告が行われるので

すが、一番上位の世界遺産一覧表に記載することが適当であるという勧

告が出されましたので、７月１６日以降、第４４回世界遺産委員会に提

案されて審議されることになります。 

国内では２０件目の文化遺産になりますけれども、これまで記載とい

う勧告で、その後何らかの不備等があり、記載にならなかったというこ

とがないので、ほぼ確定しているものと思われます。 

今後、世界遺産対策室としては、構造物や自然環境などが課題として

挙げられていますので、そちらの課題に対応していきたいと考えていま

す。 

 

次に、その他連絡事項等について学務課長から説明を求めます。 

 

 （その他連絡事項等について、資料に基づき説明） 

 

それでは、６月・７月の定例会の日時について確認いたします。 

６月定例会を６月２９日（火）９時３０分から、７月定例会を７月  

２０日（火）９時３０分からとします。 

 

その他、何か質問等ございませんか。 
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附田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

小学校にタブレットが１人１台配備されるということで、タブレット

を有効活用してほしいことから提案したいことがあります。 

弘前市出身の「タツナミシュウイチ」という方が、学校のプログラミ

ング教育の中にマインクラフトを取り入れていこうということで活動

されています。 

マインクラフトは、ただのゲームではなくて、プログラミング教育と

して、落とし込んでいけるシステムとなっていて、実際に導入している

学校もありますが、そのことが２３日の情熱大陸という番組で取り上げ

られていたので、七戸町でも実現していただきたい。その実現に向けて

可能性を探っていただきたい。 

 タブレットの良さはオンラインで世界中どこへでもつながることが

できるというのが魅力であるので、そういう経験を子どもたちにしてほ

しい。そして、子どもたちが本当に楽しんで学べるものをやってほしい、

それがマインクラフトを活用したプログラミング教育でできるのでは

ないかと思っていますし、キャリア教育の中で進めてほしい。 

 新型コロナウイルスの影響でリアルな体験が制限されてきている中

で、いろいろな分野のプロフェッショナルな方々とオンラインでつなが

りやすい時代になったと思うので、それを十分に活用していってほし

い。 

こんなふうになりたい、あんな職業に就きたいとか、小学校の高学

年・中学年のうちから、例えば月１回でもよいので総合学習の時間を活

用して、オンラインでつながる経験を通して、いろいろな人とつながっ

て、その憧れを持ち続ければ、きっと学びにつながっていくと思います。 

こんなふうになりたいからこういう勉強をしたい、こうなるためには

こういう勉強が必要だと考えていくことになり、まさにそれが、七戸町

公営塾につながると思うのです。七戸高校へ行けば公営塾で勉強するこ

とができるという高校の魅力化だけではなくて、小・中学校からの流れ、

その流れが全て魅力的なものになるとすごく近隣の市町村からも注目

されるだろうし、そういう取り組みをしているところはそんなにないと

思いますので、新しい流れになっていくのではないかと思っています。 

 

その他、何かございませんか。 
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以上の議事録は、学務課長補佐が記載したものであるが、内容に相違ないことを

証明するためにここに署名する。 

 

２番 山田委員                       

 

４番 附田委員                       

 

 

教育長 

 

 

 

 

（なしの声） 

 

以上で、本日予定された日程は全て終了しました。 

よって、本日の会議を閉会します。お疲れ様でした。 

 

                  閉会 午前１０時２３分 

 


